
居宅介護支援重要事項説明書 

〔 ２０２４ 年 ０４ 月 ０１日 現在 〕 

 

１ 指定居宅介護支援を提供する事業者について 

事 業 者 名 称  医療法人社団シャローム 

代 表 者 氏 名  理事長  鋤柄 稔 

本 社 所 在 地  埼玉県東松山市大字松山１４９６番地 

法人設立年月日 平成６年１０月１日 

 

２ 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について 

（１） 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称  介護支援事業所シャローム 

介護保険指定 

事 業 者 番 号  
１１６３３９００３６ 

事業所所在地 埼玉県東松山市大字松山１４９６番地 

電 話 番 号 ０４９３－２５－３１４１ 

F A X 番 号 ０４９３－２３－００３５ 

通常の事業の  

実 施 地 域 
東松山市・吉見町    （地域以外の方はご相談ください） 

開 設 年 月 日  平成１２年４月１日 
 

（２） 運営の方針 

   １） 利用者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じた自立した日常生活ができるように援助を行い

ます。 

   ２） 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス、地域包括支援センタ

ーとの綿密な連携をとり、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

（３） 事業所の職員体制 

職  種 資  格 常  勤 非常勤 

管理者（介護支援専門員兼務） 介護福祉士 １名  

介護支援専門員 介護福祉士 ２名 １名 

介護支援専門員 看護師 １名  

事務職員  １名  
 

（４）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から土曜日 

営 業 時 間 

月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  土曜日９：００～１２：００ 

※日曜、祝祭日、年末年始（１２/２９～１/３）、夏季（８/１３～８/１５）は 

  休業とさせていただきます 
 

（５）緊急時の連絡先  ０４９３－２５－３１４１ 

  ※営業時間外は携帯電話に転送されます 

 

 

 



３ 居宅介護支援の内容  

（１） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

（２） 要介護（要支援）認定申請に係る援助 

（３） 市町村や居宅サービス事業者との連絡調整 

（４） 居宅サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の再評価 

４ 公正中立なケアマネジメントの確保 

（１） 利用者は、利用するサービスについて複数の事業所の紹介を求めることができます。 

（２） 利用者は、事業所を計画に位置付けた理由について説明を求めることができます。 

（３） 前 6 か月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸

与」「地域密着型通所介護」がそれぞれ位置付けされた居宅サービス計画の数が占める割合及び

前 6 か月に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられたそ

れぞれの回数のうちに同一の居宅サービス事業者によって提供されたものが占める割合を別紙資

料（特定事業所集中減算チェック一覧表）により説明いたします。 

※利用者の意思や状態を把握し、利用者が適切な支援を受けられるようケアプランの作成を行います。 

５ 医療機関との連携 

（１） 利用者が医療機関等に入院した際、その入院先（医療機関）に担当介護支援専門員の氏名・連絡

先を伝えて下さい。 

（２） 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その

他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に

係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師に提供いたします。 

（３） 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望

している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。ま

たこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービ

ス計画を主治の医師等に交付いたします。 

６ 利用料金 

（１） 居宅介護支援サービスの利用料金（基本料金及び加算料金） 

 項   目 単位数 料金（1 単位 10.42 円） 

本
金 

基
料 

居宅介護支援費（要介護１・２） １,０８６単位/月  １１,３１６円/月 

居宅介護支援費（要介護３・４・５） １,４１１単位/月 １４,７０２円/月 

加
算
料
金 

初回加算 ３００単位/月 ３,１２６円/月 

特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位/月 ４,３８６円/月 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位/月 ２,６０５円/月 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位/月 ２,０８４円/月 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位/回 ４,６８９円/回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位/回 ６,２５２円/回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位/回 ６,２５２円/回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位/回 ７,８１５円/回 

退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位/回 ９,３７８円/回 

ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位/月 ４,１６８円/月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位/回 ２,０８４円/回 

通院時情報連携加算 ５０単位/月 ５２１円/月 



 

※基本料金・加算料金とも、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので 

自己負担はありません。 

※保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなった場合は全額自己負担になります。 

その際は、サービス提供証明書を発行いたします。後日、サービス提供証明書を市町村に提出しま

すと払い戻しを受けられます。 

（２） 交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域の場合は無料です。それ以外の場合は、下記の交通を  

お支払いいただきます。 

○実施地域を越えた地点から片道５キロメートル未満              ２５０円 

○実施地域を越えた地点から片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ５００円 

○実施地域を越えた地点から片道１０キロメートル以上             往復距離×３０円/km 

（３） 解約料 

利用者のご都合により解約した場合、下記の料金をいただきます。 

※契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で解約した場合 

     要介護 １ ・ ２  １１,３１６円      要介護 ３ ・ ４ ・ ５  １４,７０２円 

※保険者（市町村）への居宅サービス計画の届出が終了後に解約した場合、料金はかかりません。 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族に関する

秘密の保持について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適

切な取扱いに努めるものとします。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サ

ービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった

後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とします。 

個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。ま

た、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得

ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いま

せん。 

②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良

な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または

削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達

成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して

複写料などが必要な場合は利用者負担となります。） 

 



 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

９ サービス提供に関する相談、苦情について 

（１） 当事業所利用者相談・苦情担当 

当事業介護支援に関する相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスにつ

いての相談・苦情を承ります。ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

〔担 当〕 管理者  高橋 宣年 

〔電話番号〕 ０４９３－２５－３１４１  （９：００～１７：００） 

〔ＦＡＸ番号〕 ０４９３－２３－００３５ 

 （２） 当事業所以外に市町村等の窓口に相談・苦情を伝えることができます。 

○東松山市役所 高齢介護課 （8：30～17：15 土・日・祝日は除く）〔電話番号〕 ０４９３－２３－２２２１ 

○吉見町役場 長寿福祉課（8：30～17：15 土・日・祝日は除く）   〔電話番号〕 ０４９３－５４－１５１１ 

○埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課           〔電話番号〕 ０４８－８２４－２５６８ 

      （8：30～12：00、13：00～17：00 土・日・祝日は除く） 

 


